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介護老人保健施設 船橋うぐいす園 運営規程 

 

 

第１章 事業の目的及び運営方針 

 

（趣旨） 

第１条 この運営規程は、医療法人社団シルヴァーサービス会の開設する介護老人保健 

施設「船橋うぐいす園」（以下「施設」という）が介護保険法に基づく介護保険 

施設サービス及び指定短期入所療養介護サービス、指定介護予防短期入所療養

介護、指定通所リハビリテーション、指定介護予防通所リハビリテーションを

提供するに当たり「船橋市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準等を定める条例」（平成２４年１２月２８日船橋市条例第６０号）第

１０章及び第１２章に定める規定、「船橋市指定介護予防サービス等の事業の人

員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準等を定める条例」（平成２４年１２月２８日船橋市

条例第６１号）第１０章及び第１２章に定める規定並びに「船橋市介護老人保

健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例」（平成２４

年１２月２８日船橋市条例第５９号）の規定によるもののほか、運営に関する

規程を定め、もって事業の適正運営を図るものとする。 

 

（事業の目的） 

第２条 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態等となり介

護・機能訓練並びに看護及び医療を要する者等について、これらの者がその有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、介護老人保健施設

サービス、指定短期入所療養介護、指定介護予防短期入所療養介護、指定通所

リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションのサービスを提供

し、もって保健医療の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第３条 各サービス事業の運営方針は、次のとおりとする。 

 

（１） 介護老人保健施設サービス 

一 施設サービス計画に基づいて、看護・医学的管理の下における介護及び機能

訓練その他必要な医療並びに日常生活の世話を行うことにより、入所者がそ

の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすると共に、 



その者の居宅における生活への復帰を目指すものとする。 

二 入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスの提供 

に努めるものとする。 

三 明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視し、市町村・ 

居宅介護支援事業者・居宅サービス事業者及び他の介護保健施設・保健医療 

サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 

（２） 指定短期入所療養介護 

利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限りその居宅におい 

て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、看護・ 

医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活

上の世話を行うことにより療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的精

神的負担の軽減を図るものとする。 

（３） 指定介護予防短期入所療養介護 

利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができ

るよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療

並びに日常生活上の支援を行うことにより、利用者の介護予防及び療養生活

の質の向上及び心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持

又は向上を目指すものとする。 

（４） 指定通所リハビリテーション 

利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限りその居宅におい 

て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、理学 

療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機 

能の維持回復を図るものとする。 

（５） 指定介護予防通所リハビリテーション 

      利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことが出来

るよう、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うこと

により、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維

持または向上を目指すものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２章 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 

（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第４条  各サービス事業の職員の職種、員数及び職務内容は以下のとおりとする。 

 

職  種 

 

介護老人保健施設サービ 

ス・短期入所療養介護・ 

介護予防短期入所療養介護 

通所リハビリテーショ

ン・介護予防通所リハ

ビリテーション 

 

職   務 

 

備  考 

常  勤 非常勤 常  勤 非常勤 

管理者（施設長） １人    施設、職員及び業務の管理 医師兼務 

医  師 １人 ０．４人   利用者の健康管理 兼務 

薬 剤 師     薬の調剤 委託 

看護職員 １０人 ０．８人  ０．２人 利用者の看護  

介護職員 ３１人 ２．７人 ７人  利用者の介護  

支援相談員 ３人  ２人  利用者家族の相談援助  

理学療法士 

作業療法士 

言語聴覚士 

３人 

２人 

 

0.05 人 

 

０．５人 

１人 

１人 

 

0.05 人 

 

 

機能回復訓練の実施  

管理栄養士 １人    利用者の栄養管理  

介護支援専門員 ２人    ケアプランの策定  

調 理 師 ２人    利用者の食事調理 業務委託 

事務職員 ３人    事務全般  

その他の職員    １．１人 運転、清掃  

合  計 ５９人 ４．４人 １１人 １．４人   

（令和 5 年 4 月 1 日現在） 

非常勤の員数は、常勤換算後の員数を記入。 

 

第３章 利用定員 

 

（定員） 

第５条  各サービス事業の定員は、次のとおりとする。 

（１）介護老人保健施設サービス      １００名（内、認知症専門棟４０名） 

（指定短期入所療養介護、指定介護予防短期入所療養介護含む） 

（２）指定通所リハビリテーション、指定介護予防通所リハビリテーション ３０名 

 

 

 



第４章 サービス内容及び利用料その他の費用の額 

 

（内容及び手続きの説明及び同意） 

第６条 施設は、サービス提供の開始に際して、利用申込者又はその家族に対して、運

営規程の概要、従事者の勤務体制、その他サービスの選択に資する重要事項を

記した文書（利用約款）を交付して十分な説明を行い、同意を得るものとする。 

 

（サービスの内容） 

第７条  各サービス事業の内容は、次のとおりとする。 

（１） 介護老人保健施設サービス 

一 医療・看護・介護の各サービス 

二 入浴 

三 機能訓練 

四 食事 

五 相談援助（利用者及び家族への助言援助） 

六 レクリエーション・家族との交流 

（２） 指定短期入所療養介護 

前号に定めるサービス及び送迎サービス 

（３） 指定介護予防短期入所療養介護 

（１）に定めるサービス及び送迎サービス 

（４） 指定通所リハビリテーション 

一 医療・看護・介護の各サービス 

二 入浴 

三 機能訓練 

四 食事 

五 相談援助（利用者及び家族への助言援助） 

六 送迎サービス 

七 レクリエーション 

（５） 指定介護予防通所リハビリテーション 

（４）に定めるサービス及び送迎サービス 

 

 

 

 

 

 



（利用料その他の費用） 

第８条    

１  各サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準による

ものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、その１割、ま

たは２割、３割とする。 

２  法定代理受領に該当しないサービスを提供した場合に入所者から支払を受ける

利用料の額と厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額との間に、不

合理な差額が生じないようにする。 

３  利用料として居住費（滞在費）・食費、入所者が選定する特別な室料、日常生活

費、教養娯楽費、理美容代、私物洗濯代、その他費用利用料等を別紙１に掲載

の料金により支払いを受ける。 

４  サービス提供に当っては、利用者又はその家族に対してサービスの内容・費用 

について事前に文書で説明した上で、支払の同意を得る旨の文書に署名（記名 

押印）を受けるものとする。 

 

（食事の提供） 

第９条  食事の時間は、おおむね以下のとおりとする。 

一  朝食午前 ８時から 

二  昼食午後１２時から 

三  夕食午後１８時から 

 

第５章  営業日及び営業時間並びにサービス提供時間 

 

（指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの営業日及び営

業時間） 

第１０条 指定通所リハビリテーション、及び指定介護予防通所リハビリテーションの営

業日及び営業時間並びにサービス提供時間は、次のとおりとする。 

（１） 営業日 月曜日から土曜日までとする。 

但し、日曜日及び１２月３０日より１月３日は除く。 

（２） 営業時間 午前８時３０分から午後１７時３０分までとする。 

（３） サービス提供時間 午前９時５０分から午後１６時００分までとする。 

但し、利用者が希望し管理者が必要と認めた場合は、この限りではない。 

 

 

 

 



第６章  送迎及び事業実施地域 

 

（通常の送迎の実施地域等） 

第１１条  

１ 指定短期入所療養介護、及び指定介護予防短期療養介護における通常の送迎の

実施地域は、船橋市・習志野市・市川市・鎌ヶ谷市の地域とする。 

２ 指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションにおけ

る通常の送迎の実施地域は、船橋市・習志野市・市川市・鎌ヶ谷市の地域とす

る。 

 

第７章  サービス利用に当っての留意事項 

 

（日課の励行） 

第１２条 利用者は、施設の日課を励行し共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めるも 

のとする。 

（外出・外泊） 

第１３条 利用者は、外出・外泊を希望する場合は、所定の手続きにより施設に届け出る

ものとする。 

（衛生保持） 

第１４条 利用者は、施設の清潔・整頓その他環境衛生の保持の為に施設に協力するも 

のとする。 

（禁止行為） 

第１５条 利用者は、施設での次の行為をしてはならない。 

一 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益の為に他人の自由を 

侵すこと。 

二 喧嘩、口論、泥酔などで他の利用者などに迷惑をかけること。 

三 施設の秩序・風紀を乱し、安全衛生を害すること。 

四 指定した場所以外で火気を用いること。 

五 故意に施設もしくは物品に損害を与え、またこれらを持ち出すこと。 

（非常災害対策） 

第１６条  

一 施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への 

通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者並びに入所者及び 

その家族等に周知するとともに、定期的に避難訓練・救出訓練その他必要 

な訓練を行うものとする。 

二 通報・消火・避難の各訓練については、年２回以上実施し、内１回以上は夜間 



又は夜間を想定した訓練を行うものとする。 

（虐待防止に関する事項） 

第１７条  施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講

じるものとする。 

一 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その

結果について、従業者に周知徹底を図る。 

二  虐待の防止のための指針を整備する。 

三  従事者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

四  前 3 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

 

第８章  その他運営に関する重要事項 

 

（苦情処理） 

第１８条 施設は、別紙２に定める苦情処理に関する相談窓口・処理体制・手順等により 

利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するものとする。 

（協力病院） 

第１９条 協力病院は、次のとおりとする。 

一 協力病院名  医療法人社団協和会 滝不動病院 

診療科目   一般全科 

所在地    千葉県船橋市南三咲４－１３－１ 

二 協力歯科医療機関名  医療法人社団二の宮会 鈴木歯科医院 

  所  在  地    東京都葛飾区西新小岩１－２－８第１鈴亀ビル３Ｆ 

（会計の区分） 

第２０条 各サービス事業の会計区分は、その事業ごとの会計区分とする。 

（その他） 

第２１条 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は医療法人社団シルヴァー 

サービス会と施設の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（附則） 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

平成２０年 ６月  １日一部改定、施行する。 

平成２１年 ５月２８日一部改定、施行する。 

平成２５年 ７月  １日一部改定、施行する。 

平成２６年 ４月  １日一部改定、施行する。 

平成２７年 ２月２３日一部改定、施行する。 

令和 元年 １月２４日一部改定、施行する。 

令和 ５年 ６月 ８日一部改定、施行する。 


